
一
頁

○
総
務
省
令
第
百
五
号

電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
電
波
法
施
行
規
則
等

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
一
月
十
九
日

総
務
大
臣

武
田

良
太

電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
別
表
注
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

、
。

別
表
第
二
号
の
二
の
四
及
び
別
表
第
二
号
の
二
の
五
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
、
「氏

名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

法
人

」
を
「法

人

」
に
改
め
、
「と

し
、

。

代
表
者
が
氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
る
。

、
、



二
頁

別
表
第
二
号
の
六
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
別
表
注
１

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(2)

(
2
)
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

た
、

。

だ
し

申
出
人
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
及
び
特
別
の
設
立
行
為

、
、

、

を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
。

別
表
第
三
号
中
「
（氏

名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

）
」
及
び
「㊞

」
を
削
る
。

、
。

別
表
第
四
号
の
四
中
「印
」
を
削
り
、
同
別
表
注
１

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)

(
3
)
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

た
、

。

だ
し

認
定
免
許
人
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
及
び
特
別
の
設
立

、
、

、

行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
。

別
表
第
五
号
の
二
中
「
（氏

名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

）
」
及
び
「
（印

）
」
を
削
る
。

、
。

別
表
第
五
号
の
三
中
「
（氏

名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

）
」
及
び
「印

」
を
削
る
。

、
。

別
表
第
五
号
の
四
１
の
欄
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
３

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)

(
3
)
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

た
、

。



三
頁

だ
し

届
出
者
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
及
び
特
別
の
設
立
行
為

、
、

、

を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
。

別
表
第
五
号
の
五
及
び
別
表
第
五
号
の
六
中
「代

表
者
氏
名

（注
１

）

印

」
を
「代

表
者
氏
名

（注

１

）
」
に
改
め
、
「と

し
代
表
者
が
氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
る
。

、
、

別
表
第
五
号
の
七
１
の
欄
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
２

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)

(
3
)
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

た
、

。

だ
し

申
請
者
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
及
び
特
別
の
設
立
行
為

、
、

、

を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
。

別
表
第
十
一
号
か
ら
別
表
第
十
一
号
の
四
ま
で
の
規
定
中
「㊞

」
及
び
「
（氏

名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を

、

省
略
で
き
る

）
」
を
削
る
。

。

別
表
第
十
二
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
表
第
十
二
号
の
二
及
び
別
表
第
十
二
号
の
三
中
「㊞

」
及
び
「
（氏

名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で

、

き
る

）
」
を
削
る
。

。



四
頁

別
表
第
十
二
号
の
四
中
「㊞

」
を
削
る
。

「

フ
リ
ガ
ナ

別
表
第
十
四
号
中

㊞

を

氏
名

」

「

フ
リ
ガ
ナ

に
改
め
る
。

氏
名

」

（
無
線
局
免
許
手
続
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

無
線
局
免
許
手
続
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

氏
名
又
は
名
称
及
び
代
フ
リ
ガ
ナ

表
者
氏
名

別
表
第
一
号
か
ら
別
表
第
一
号
の
四
ま
で
の
規
定
中



五
頁

「

氏
名
又
は
名
称
及
び
代

フ
リ
ガ
ナ

表
者
氏
名

を
印

」

」

に
、
「氏

名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

法
人

」
を
「法

人

」
に
改
め
、
「と

し
、

。
、

代
表
者
が
氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
る
。

、

別
表
第
三
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
２

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)

(
3
)
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

た
、

。

だ
し

申
請
者
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ

、
、

、

り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
。



六
頁

別
表
第
三
号
の
二
１
の
欄
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
４

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)

(
3
)
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

た
、

。

だ
し

届
出
者
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ

、
、

、

り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
。

別
表
第
三
号
の
三
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
２

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)

(
3
)
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

た
、

。

だ
し

申
請
者
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ

、
、

、

り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
。

別
表
第
三
号
の
四
１
の
欄
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
３

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)

(
3
)
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

た
、

。

だ
し

届
出
者
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ

、
、

、

り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
。

「

氏
名
又
は
名
称
及
び
代
フ
リ
ガ
ナ



七
頁

表
者
氏
名
別
表
第
三
号
の
五
及
び
別
表
第
三
号
の
六
の
規
定
中

「
氏
名
又
は
名
称
及
び
代

フ
リ
ガ
ナ

表
者
氏
名

を

印

」

」

に
、
「氏

名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

法
人

」
を
「法

人

」
に
改
め
、
「と

し
、

。
、

代
表
者
が
氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
る
。

、

別
表
第
三
号
の
七
１
の
欄
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
３

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)
(
3
)
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

た
、

。

だ
し

届
出
者
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ

、
、

、



八
頁

り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
。

別
表
第
四
号
１
の
欄
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
３

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)

(
3
)
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

た
、

。

だ
し

申
請

（届
出

）者
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の

、
、

、

法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
。

別
表
第
四
号
の
二
１
の
欄
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
３

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)

(
3
)
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

た
、

。

だ
し

申
請
者
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ

、
、

、

り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
。

別
表
第
四
号
の
三
１
の
欄
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
３

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)
(
3
)
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

た
、

。

だ
し

申
請

（届
出

）者
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の

、
、

、

法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
。



九
頁

別
表
第
五
号
１
の
欄
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
３

オ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(2)

オ
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

、
。

た
だ
し

申
請

（届
出

）者
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特

、
、

、

別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し

、

な
い

。

別
表
第
五
号
の
二
１
の
欄
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
２

エ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(2)

エ
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

、
。

た
だ
し

申
請

（届
出

）者
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特

、
、

、

別
の
法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し

、

な
い

。

別
表
第
五
号
の
三
１
の
欄
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
２

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(2)

(
2
)
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

た
、

。

だ
し

届
出
者
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ

、
、

、



一
〇
頁

り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
。

別
表
第
六
号
の
五
及
び
別
表
第
六
号
の
七
中
「印

」
を
削
り
、
「氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
す
る

、

こ
と
が
で
き
る

法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

。
、

と
し

代
表
者
が
氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「法

人
又
は
団
体
の
場
合

、
、

。

は
そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

、
。

別
表
第
六
号
の
八
１
の
欄
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
５

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)

(
3
)
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

た
、

。

だ
し

申
請
者
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ

、
、

、

り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
。

別
表
第
七
号
か
ら
別
表
第
七
号
の
三
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
り
、
「氏

名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省

、

略
す
る
こ
と
が
で
き
る

法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す

。
、

る
こ
と
と
し

代
表
者
が
氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
「法

人
又
は
団
体

、
、

。

の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

」
に
改
め
る
。

、
。



一
一
頁

「

氏
名
又
は
名
称
及
び
代

フ
リ
ガ
ナ

表
者
氏
名

別
表
第
八
号
及
び
別
表
第
八
号
の
三
中

「

氏
名
又
は
名
称
及
び
代

フ
リ
ガ
ナ

表
者
氏
名

を

印

」

」

に
、
「氏

名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

法
人

」
を
「法

人

」
に
改
め
、
「と

し
、

。
、

代
表
者
が
氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る

」
を
削
る
。

、

別
表
第
八
号
の
四
１
の
欄
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
２

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)

(
3
)
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

た
、

。



一
二
頁

だ
し

申
請

（届
出

）者
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の

、
、

、

法
律
に
よ
り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
。

別
表
第
八
号
の
六
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
１

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)

(
3
)
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

た
、

。

だ
し

届
出
者
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ

、
、

、

り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
。

別
表
第
九
号
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
別
表
注
２

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(1)

(
1
)
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

た
、

。

だ
し

申
請
者
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ

、
、

、

り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
。

別
表
第
十
一
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
２

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)

(
3
)
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

た
、

。

だ
し

申
請
者
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ

、
、

、



一
三
頁

り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
。

別
表
第
十
二
号
１
の
欄
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
３

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)

(
3
)
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

た
、

。

だ
し

届
出
者
が
国
の
機
関

地
方
公
共
団
体

法
律
に
よ
り
直
接
に
設
立
さ
れ
た
法
人
又
は
特
別
の
法
律
に
よ

、
、

、

り
特
別
の
設
立
行
為
を
も
つ
て
設
立
さ
れ
た
法
人
の
場
合
は

代
表
者
の
氏
名
の
記
載
を
要
し
な
い

、
。

（
無
線
機
器
型
式
検
定
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

無
線
機
器
型
式
検
定
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
郵
政
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
号
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
別
表
注
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
※
２
に
つ
い
て
は

法
人
の
場
合
は

商
号
又
は
名
称
及
び
代
表
者
名
を
記
載
す
る
こ
と

、
、

。

別
表
第
五
号
中
「印
又
は
署
名

」
を
削
る
。

別
表
第
九
号
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
別
表
注
３
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３
※
３
に
つ
い
て
は

法
人
の
場
合
は

商
号
又
は
名
称
及
び
代
表
者
名
を
記
載
す
る
こ
と

、
、

。

（
電
波
法
に
よ
る
伝
搬
障
害
の
防
止
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）



一
四
頁

第
四
条

電
波
法
に
よ
る
伝
搬
障
害
の
防
止
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
郵
政
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
様
式
中
「氏

名

（注
２

注
３

）

㊞

」
を
「氏

名

（注
２

）
」
に
、
「注

４

」
を
「注

３

」
に
、
「

、

注
５

」
を
「注

４
」
に
改
め
、
同
様
式
注
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
４
を
３
と
し
、
５
を
４
と
す
る
。

別
表
第
二
号
様
式
中
「氏

名

（注
２

注
３

）

㊞

」
を
「氏

名

（注
２

）
」
に
改
め
、
同
様
式
注
中
２
を
削
り
、

、

３
を
２
と
す
る
。

別
表
第
三
号
様
式
中
「氏

名

（注
２

注
３

）

㊞

」
を
「氏

名

（注
２

）
」
に
、
「注

４

」
を
「注

３

」
に
改
め

、

、
同
様
式
注
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
４
を
３
と
す
る
。

（
特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

特
定
無
線
設
備
の
技
術
基
準
適
合
証
明
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
郵
政
省
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
中
「

記
名
押
印
又
は
署
名

」
を
削
る
。

。

様
式
第
二
号
中
「印

」
を
削
る
。



一
五
頁

様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
及
び
様
式
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
規
定
中
「

記
名
押
印
又
は
署
名

」
を
削

。
る
。

（
無
線
従
事
者
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

無
線
従
事
者
規
則
（
平
成
二
年
郵
政
省
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
四
号
様
式
第
一
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
注
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
４
を
３
と
し
、
５
か
ら
８
ま
で
を

一
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
様
式
第
二
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
注
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
４
を
３
と
し
、
同
様
式
第

三
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
注
中
３
を
削
り
、
４
を
３
と
し
、
５
を
４
と
し
、
６
及
び
７
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
五
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
注
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
※
２
に
つ
い
て
は

法
人
の
場
合
は

名
称
及
び
代
表
者
名
を
記
入
す
る
こ
と

、
、

。

「

氏
フ
リ
ガ
ナ

（姓

）

（名

）

別
表
第
十
一
号
様
式
中

漢
字

（姓

）

（名

）

を

名
印

氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き

は
押
印
を
省
略
で
き
ま
す

。

、

」



一
六
頁

「
氏
フ
リ
ガ
ナ

（姓

）

（名

）

漢
字

（姓

）

（名

）

に
改
め
る
。

名

」

別
表
第
十
六
号
様
式
中
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
注
２

を
削
る
。

(5)

「

「

確
認

欄
確

認
欄

職
名
及
び
氏
名

職
名
及
び
氏
名

N
a
m
e
a
n
d
S
i
g
n
a
t
u
r
e

印
N
a
m
e
a
n
d
S
i
g
n
a
t
e

o
f
S
h
i
p
M
a
s
t
e
r

o
f
S
h
i
p
M
a
s
t
e
r

別
表
第
十
七
号
様
式
中

を

に
、



一
七
頁

」

」

「

「を

に
改
め
る
。

」

」

別
表
第
十
九
号
様
式
及
び
別
表
第
二
十
号
様
式
の
規
定
中
「
（氏

名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き

、



一
八
頁

る

）
」
及
び
「㊞

」
を
削
る
。

。

「氏
名

（氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た

印

別
表
第
二
十
一
号
様
式
中

と
き
は

押
印
を
省
略
で
き

を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

、
る

）

」

。

別
表
第
二
十
五
号
様
式
中
「
（氏

名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は

押
印
を
省
略
で
き
る

）
」
及
び
「㊞

」
を
削
る
。

、
。

（
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
２

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(2)

(
2
)
氏
名
に
つ
い
て
は

申
請
者
が
個
人
の
場
合
は

氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

ま
た

申
請
者
が
法
人
又
は
団
体

、
、

。
、

の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

、
。

別
表
第
二
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
表
第
三
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
別
表
注
２
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２
申
請
者
が
法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ

、



一
九
頁

と
。

「登
録
検
査
等
事
業
者
の

印

「登
録
検
査
等
事
業
者
の

別
表
第
六
号
中

を

に
改
め
、
同
別
表
注
１
を
次
の

氏
名
又
は
名
称

（注
１

）

」

氏
名
又
は
名
称

（注
１

）
」

よ
う
に
改
め
る
。

注
１

法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

、
。

別
表
第
八
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
（
１
枚
目
）
注
１
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
１

法
人
又
は
団
体
の
場
合
は

そ
の
商
号
又
は
名
称
並
び
に
代
表
者
の
役
職
名
及
び
氏
名
を
記
載
す
る
こ
と

、
。

（
登
録
修
理
業
者
規
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条

登
録
修
理
業
者
規
則
（
平
成
二
十
七
年
総
務
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
中
「氏
名
又
は
名
称

印

」
を
「氏

名
又
は
名
称

」
に
改
め
、
「ま

た
氏
名
を
自
筆

、

で
記
入
し
た
と
き
は
押
印
を
省
略
で
き
る

」
を
削
る
。

。

別
表
第
三
号
中
「印

」
及
び
「ま

た
氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
押
印
を
省
略
で
き
る

」
を
削
る
。

、
。

別
表
第
五
号
及
び
別
表
第
六
号
中
「氏

名
又
は
名
称

印

」
を
「氏

名
又
は
名
称

」
に
改
め
、
「ま

た



二
〇
頁

氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
押
印
を
省
略
で
き
る

」
を
削
る
。

、
。

別
表
第
七
号
及
び
別
表
第
九
号
中
「印

」
及
び
「ま

た
氏
名
を
自
筆
で
記
入
し
た
と
き
は
押
印
を
省
略
で
き
る

」
を

、
。

削
る
。附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


